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妊娠期 産前6週間 産後8週間 1歳 3歳 小学校
入学

るすを求請・出申の限制のられそ、合場いなきでが業夜深や）※（働労外間時 ・
ことができます。

時の勤通にめたるけ避をュシッラ、りたし保確を間時のめたるけ受を診健婦妊 ・
間をずらしてもらうことも申出・請求することができます。

育児時間（1日2回、少なくとも各30分）

8週間6週間
出 産

産前・産後休業
パート・アルバイト等を含め、すべての女性
が産前・産後休業を取得できます。

・ パート・アルバイト等であっても、一定の要件
を満たせば取得できます。

日定予産出は性男、らか後了終業休後産は性女 ・
から取得できます。

育児休業
育児休業給付の給付割合が、休業開始後6ヶ月
につき、67% に引き上げられました！

産休、育休期間中は社会保険料負担が免除されます!

事業主に申出・請求する
ことで利用できます！

時間外労働の制限

不利益取扱いの禁止※妊娠・出産、産前・産後休業、育児休業等を理由として、不利益な取扱いをすることは禁止されています

（1か月24時間、1年150時間まで）、
深夜業（午後10時～午前5時） の免除

子の看護休暇（子が1人なら年5日、2人以上なら年10日）

残業（所定外労働※）の制限

短時間勤務制度（所定労働時間を１日原則6時間にする制度）

遅くとも、育児休業開始予定日
の1か月前までに会社へ育児休
業申出書などを提出します。

保育所等に入所できない
などの事情があれば、1歳
６か月まで育児休業を取
得することができます。

両親共に育児休業
を 取 得 す る 場 合
は、休業対象とな
る子の年齢が原則
1歳までから原則
1歳2か月までに
延長されます。
( パパ・ママ育休プラス )

※時間外労働：労働基準法で定められている１日８時間または１週間40時間を超える労働。
　残業（所定外労働）：会社で決められている始業から終業までの時間を超える労働。

名　称 内　　　　容 問合せ先

出産育児
一時金

　健康保険の被保険者（本人）が、出産したとき、１
児につき42万円（産科医療補償制度加算対象出産で
ない場合は40万４千円）が出産育児一時金として、支
給されます。

詳しくは
・協会けんぽ
・健康保険組合
・市区町村　　等へ

出産手当金

　産前・産後休業の期間中、給与が支払われない場合、
健康保険から１日につき、賃金の３分の２相当額が支
給されます。
　ただし、休業している間にも会社から給与が支払わ
れ、出産手当金よりも多い額が支給されている場合
には、出産手当金は、支給されません。

詳しくは
・協会けんぽ
・健康保険組合
　　　　　　　等へ

育児休業
給付金

　１歳未満の子を養育するために育児休業を取得した
等の一定要件を満たした方が対象で、原則として休業
開始時の賃金月額の67％が支給されます。
　なお、育児休業の開始から６か月経過後は50％に
なります。

詳しくは最寄りの
ハローワークへ

ハローワーク所在地一覧： http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html

○いずれも非課税のため所得税の控除はなく、次年度の住民税の算定基礎にもなりません。

産前・産後休業中、育児休業中の経済的支援

社会保険料
　産前・産後休業中、育児休業中、健康保険・厚生年金保険の保険料は、会社から年金事務所又は健康保険
組合に申出をすることによって、本人負担分、会社負担分ともに免除されます。
　社会保険料の免除を受けても、健康保険の給付は通常どおり受けられます。また、免除された期間分も将来
受け取る年金額に反映されます。

　➡詳しくは、年金事務所、健康保険組合、厚生年金基金等へ 

雇用保険料
　産前・産後休業中、育児休業中に会社から給与が支払われていなければ、雇用保険料の負担はありません。
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　健康保険の加入者が、出産したとき、１児につき42
万円（産科医療補償制度加算対象出産でない場合は
40万４千円）が出産育児一時金として、支給されます。

　１歳未満の子を養育するために育児休業を取得した
等の一定要件を満たした方が対象で、原則として休業
開始前賃金の67％が支給されます。
　なお、育児休業の開始から６か月経過後は50％に
なります。


